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IT 

ア 情報通信ネットワークインフラの整備促進 

実施予定時期 規制改革3か年計画（改定） 

平成14年度 実施予定時期 事項名 措置内容 

上半期 下半期 

平成15年

度 

 

前倒し内容等 

13年度 14年度 15年度 

①線路敷設の円

滑化 

 

ａ 関係省庁が連携して、ＩＴ戦略

会議・情報通信技術(ＩＴ)戦略本

部で取りまとめられた「線路敷設

の円滑化について」(平成12年11月

６日)明記された以下の措置を講

ずる。 

       

（国土交通省） (b) 道路等の公的空間への敷設円

滑化 

ⅱ) 橋梁の新設に合わせた線路敷

設や将来の線路敷設に対応する

ため、モデル事業を選定し、光

ファイバー敷設の在り方につい

て検討する。 

措置   （国土交通省） 

橋梁の新設等の際には、光ファイバー添架希

望をインターネットを通じて収集するよう、各

地方整備局等に事務連絡を発出。（４月22日） 

一 部 措

置済 

措置  

（警察庁、総務

省、国土交通省） 

ｂ ケーブルテレビ事業者につい

て、電気通信事業者と同様、円滑な

線路敷設が実現するよう関係省庁が

連携し必要な措置を講ずる。 

一部措置   （国土交通省、総務省） 

河川・道路管理用光ファイバーの民間開放に

ついては、ケーブルテレビ事業者も対象となる

よう配慮したところ。（６月28日） 

平成13年度以降、関係省庁と連

携を確立した上で検討開始 

 

（注）網掛けなし＝１４年度内に措置するもの又は１５年度以降に措置する予定のものを、１４年度上半期に前倒して実施するもの（一部前倒しも含む）。 

網掛けあり＝「逐次実施」など実施時期が具体的に明記されていなかったものを、１４年度上半期に前倒して実施するもの（一部前倒しも含む）。 

（参考１）「規制改革推進３か年計画（改定）」前倒し等の事例（整理表） 
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実施予定時期 規制改革3か年計画（改定） 

平成14年度 実施予定時期 事項名 措置内容 

上半期 下半期 

平成15年

度 

 

前倒し内容等 

13年度 14年度 15年度 

③周波数割当て

の見直し 

（総務省） 

有限希少な周波数資源のより一層

の有効利用を促進するため、周波数

割当ての見直しを引き続き実施する

こととし、特に、超高速ネットワー

クインフラ等の形成を推進するた

め、以下の周波数割当ての見直しを

重点的に実施する。 

       

 ｂ 第４世代移動通信システム及び

５GHz帯無線アクセスシステムの

周波数を確保するための周波数再

配分を実施する。 

措置   （総務省） 

 周波数割当計画を改正。（９月19日） 

検討 結論（４

月） 

周波数割

当計画改

正 
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イ 電気通信分野における新たな競争政策の樹立 

実施予定時期 規制改革３か年計画（改定） 

平成14年度 実施予定時期 事項名 措置内容 

上半期 下半期 

平成15年

度 

前倒し内容等 

13年度 14年度 15年度 

③電気通信事業

における事業

区分の見直し 

（総務省) 

電気通信事業における事業区分に

ついて、今後のネットワークの動向

やネットワーク構築における柔軟性

確保、競争の進展状況を踏まえ、ま

た、通信と放送の融合化の進展、諸

外国におけるハード・ソフト分離規

制の動向等に配慮しつつ、制度の簡

素化等の観点等を含め、見直しに向

けた検討に着手する。 

審議会最

終答申と

りまとめ 

  （総務省） 

情報通信審議会において「ＩＴ革命を推進す

るための電気通信事業における競争政策の在

り方についての最終答申」をとりまとめ公表。

（８月７日） 

検討 結論  

⑥インターネッ

ト関連サービ

スに関する業

務支援システ

ム(OSS)の開放 

（総務省） 

インターネット関連サービスを提

供する際に必要な東・西ＮＴＴの業

務支援システム(OSS)の開放につい

て、開放すべき項目について、個人

情報の保護や費用負担の在り方等の

観点から検討を行う。 

措置   （総務省） 

「ＩＴ時代の接続ルールに関する研究会」報

告書を公表。（７月23日） 

 検討・結

論 
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実施予定時期 規制改革３か年計画（改定） 

平成14年度 実施予定時期 事項名 措置内容 

上半期 下半期 

平成15年

度 

前倒し内容等 

13年度 14年度 15年度 

⑪「ＭＶＮＯガイ

ドライン（仮

称）」の策定 

（総務省) 

移動体通信市場において、周波数

の割当を受けずにサービス提供を行

うＭＶＮＯ（Mobile Virtual Network 

Operator）の参入を促進し、更なる

競争の進展を通じた料金の低廉化、

サービスの多様化を図るため、ＭＶ

ＮＯに係る制度運営の透明性・予見

可能性を高める「ＭＶＮＯガイドラ

イン（仮称）」を策定・公表する。 

措置   （総務省） 

「ＭＶＮＯに係る電気通信事業法及び電波

法の適用関係に関するガイドライン」を策定・

公表。（６月11日） 

 措置  
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ウ 電子商取引ルールと新たな環境整備 

実施予定時期 規制改革３か年計画（改定） 

平成14年度 実施予定時期 事項名 措置内容 

上半期 下半期 

平成15年

度 

前倒し内容等 

13年度 14年度 15年度 

②対消費者電子

商取引に係る

独占禁止法上

の考え方の明

確化 

（公正取引委員

会） 

<競争⑩の再掲> 

対消費者電子商取引に関して、消

費者保護の観点から電子商取引上の

表示に対する景品表示法上の対応や

消費者に分かりやすい表示の在り方

について、「消費者向け電子商取引

への公正取引委員会の対応について

－広告表示問題を中心に－」を平成

13年１月に公表したところである

が、平成13年中に電子商取引の実態

を適宜把握し、必要に応じて見直し

を行う。 

措置 必要に応じて逐次見直し （公正取引委員会） 

対消費者向け電子商取引に関する実態調査

等を踏まえ、「消費者向け電子商取引におけ

る表示についての景品表示法上の問題点と留

意事項」をとりまとめ公表。（６月５日） 

必要に応じて逐次見直し 

⑬電子契約、情報

財契約のルー

ル 

（経済産業省） 

ｂ プログラム取引における利用者

保護措置を定める「特定電子取引

の円滑化に関する法律案」(仮称)

を国会に提出するなど、所要の制

度整備を行う。 

【電子商取引等に関する準則(平成

14年３月策定)】 

準則改訂   （経済産業省） 

 「電子商取引等に関する準則」の内容を見

直し改訂。（７月３０日） 

一部措置

済 

  



 6

実施予定時期 規制改革３か年計画（改定） 

平成14年度 実施予定時期 事項名 措置内容 

上半期 下半期 

平成15年

度 

前倒し内容等 

13年度 14年度 15年度 

⑲コンテンツ市

場における競

争政策の在り

方の検討、コン

テンツに関す

る標準契約書

案の策定 

（経済産業省） 

コンテンツ取引やクリエイターに

対する報酬等に関する現状と問題点

を整理した上で、コンテンツ市場に

おける競争政策の在り方を検討する

とともに、コンテンツに関する標準

契約書案の策定など製作・流通等に

係るルールの確立のための方策を講

ずる。 

一部措置 措置  （経済産業省） 

 コンテンツ流通促進検討会にて、権利者・

制作者・流通事業者・学識経験者等の参加の

下、コンテンツ・ビジネスモデルの進化・発

展を阻む要素の抽出と解決を図る報告書をと

りまとめ公表。（７月５日） 

検討 措置  
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実施予定時期 規制改革３か年計画（改定） 

平成14年度 実施予定時期 事項名 措置内容 

上半期 下半期 

平成15年

度 

前倒し内容等 

13年度 14年度 15年度 

⑳ブロードバン

ド・コンテンツ

の流通を促進

するための環

境整備 

（総務省、経済産

業省） 

 ブロードバンド・コンテンツのネ

ットワーク流通を円滑化するた

め、コンテンツ流通の実証実験を

通じ、基盤技術の確立及び権利処

理ルールの整備を図る。 

一部措置 一部措置 措置 （総務省） 

【上半期】 

下記の取組を実施。 

○ 実証実験協議会等の立上げ 

○ 実験参加企業によるTV-Anytime Forum等

の国際標準化団体に対する提案実施の推

進 

○ 実験参加企業・団体等による権利処理ルー

ルの確立に向けた取組への支援 

【下半期】 

下記の取組を実施予定。 

○ システム上での実証実験の開始 

○ システム上での実証実験を通じ、メタデー

タ交換フレームワーク等の基盤的技術を

確立 

○ システム上での実証実験を通じ、実験参加

企業・団体等による権利処理ルールの整備

を推進 

 実証実験 措置 
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実施予定時期 規制改革３か年計画（改定） 

平成14年度 実施予定時期 事項名 措置内容 

上半期 下半期 

平成15年

度 

前倒し内容等 

13年度 14年度 15年度 

24ＡＤＲの整備 

（経済産業省及

び関係府省） 

 

ａ  既存の相談機関の紛争処理能力

向上及びＡＤＲ(Alternative 

Dispute Resolution：裁判外紛争

処理)機関相互のネットワーク化

を図り、消費者へのワンストップ

サービスの実現を目指すととも

に、トラストマーク制度における

市場メカニズムを利用したＢtoＣ

(対消費者)電子商取引のための新

たなＡＤＲスキームの構築を行

う。 

一部措置 措置  （経済産業省） 

 (社)日本訪問販売協会において、訪問販売、

連鎖販売等の消費者取引に係る拘束力ある業

界ＡＤＲとして、「消費者取引紛争処理機構」

を創設。（６月６日） 

一部措置

済 

措置  

 

エ 社会・行政の情報化の推進 

実施予定時期 規制改革3か年計画（改定） 

平成14年度 実施予定時期 事項名 措置内容 

上半期 下半期 

平成15年

度 

前倒し内容等 

13年度 14年度 15年度 

⑳暗号技術の標

準化の推進 

（総務省、経済産

業省） 

客観的にその安全性が評価され、

実装性で優れた暗号技術を採用する

ため、ＩＳＯ、ＩＴＵ等における暗

号技術の国際標準化の状況を踏ま

え、専門家による検討会の開催等を

通じて電子政府利用等に資する暗号

技術の評価及び標準化を行う。 

一部措置 措置  （総務省、経済産業省） 

総務省と経済産業省において、共同で開催

している「暗号技術検討会」において、９月

末に暗号技術の評価結果を取りまとめ予定。 

14年度までに実施  
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実施予定時期 規制改革3か年計画（改定） 

平成14年度 実施予定時期 事項名 措置内容 

上半期 下半期 

平成15年

度 

前倒し内容等 

13年度 14年度 15年度 

22行政の情報化 

（財務省、法務

省、厚生労働省、

農林水産省、経済

産業省、国土交通

省） 

ｂ 申請・届出等手続の電子化 

(e) ワンストップサービスの推進 

ⅲ) 輸出入・港湾諸手続について、

平成13年度中に、関係府省の間

でネットワークを通じた効率的

な情報の共有と活用を可能とす

るための検討体制の整備を図

る。その際、統計情報を含め、

現行の提出書類を徹底的に見直

し、標準化を実施するとともに、

他府省と重複するもの、また単

なる参考資料として提出を求め

られているものについては、一

本化あるいは廃止を検討する。

また、申請手続フォーマットの

集約化を検討する。 
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実施予定時期 規制改革3か年計画（改定） 

平成14年度 実施予定時期 事項名 措置内容 

上半期 下半期 

平成15年

度 

前倒し内容等 

13年度 14年度 15年度 

 さらに、通関情報処理システ

ム(ＮＡＣＣＳ)と港湾ＥＤＩシ

ステムについては平成13年度中

を目途に接続、ＮＡＣＣＳと外

国為替及び外国貿易法に基づく

輸出入許可・承認手続システム

(ＪＥＴＲＡＳ)については、平

成14年度までを目途に、また、

ＮＡＣＣＳ、港湾ＥＤＩシステ

ムと乗員上陸許可支援システム

(仮称)についても、平成14年度

までを目途に、それぞれ連携す

る。 

一部措置 措置  （経済産業省） 

 ＮＡＣＣＳと外国為替及び外国貿易法に基

づく輸出入許可・承認手続システム（ＪＥＴ

ＲＡＳ）との連携について、接続試験を行っ

た。 

一部措置

済 

措置  

 なお、平成15年度までの実現を

予定している輸出入手続の電子

化の一環として、民間の収納イン

フラの利活用や各種輸出入手続

の申告・申請・受付システムと貿

易関連手続の電子化に係る民間

システムとの連携等を検討する。 
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実施予定時期 規制改革3か年計画（改定） 

平成14年度 実施予定時期 事項名 措置内容 

上半期 下半期 

平成15年

度 

前倒し内容等 

13年度 14年度 15年度 

24外為関係の諸

報告 

（財務省) 

<金融オ③の再掲> 

外為関係の諸報告の電子媒体化に

ついて、結論を得、所要の措置を講

ずる。 

一部措置  措置 （財務省） 

電子化の対象となる報告の様式改正等につい

て、外国為替の取引等の報告に関する省令を

改正。平成15年度に提示することにしていた、

日本銀行が受理する報告のオンライン化実現

のための実施方策の一部（「財務省認証局及

び汎用受付等システムに関する仕様書」、「汎

用受付等システムの概要」）の提示を行った。

（７月12日公布済） 

結論 一部措置 措置 

25国別対外債権

残高報告書の

ＯＣＲ用紙に

よる報告義務

付けの廃止 

（財務省) 

<金融オ⑥の再掲> 

特別国際金融取引勘定承認金融機

関が、外国為替及び外国貿易法第55

条の７等に基づき、作成・提出する

こととされている四半期ごとの非居

住者に対する国籍及び所在国別の債

権残高の状況に係る「国別対外債権

残高報告書」について、ＯＣＲ

(Optical Character Reader：光学式

文字読み取り)用紙による作成の廃

止を検討し、所要の措置を講ずる。 

措置   （財務省） 

「国別対外債権残高報告書」については、

ＯＣＲ用紙による報告を廃止し、通常紙によ

る報告とすることとし、外国為替の取引等の

報告に関する省令を改正。（７月12日施行済） 

結論 措置  
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実施予定時期 規制改革3か年計画（改定） 

平成14年度 実施予定時期 事項名 措置内容 

上半期 下半期 

平成15年

度 

前倒し内容等 

13年度 14年度 15年度 

30情報システム

開発・調達プロ

セスの改善 

（経済産業省及

び関係府省） 

ＩＴ社会に対応した成熟度のある

システム開発・調達を官民に広く普

及するため、ソフトウェア開発・調

達プロセス評価指標モデルを策定す

るとともに、競争の一層の促進を図

る観点から、同モデルの活用などソ

フトウェアの特質を踏まえた調達の

速やかな導入・普及に向けた検討を

行う。 

評価指標

の検討・

策定（一

部結論） 

残りの部分

についても

結論を出す 

 （経済産業省） 

 情報システムの調達に係る総合評価方式の

標準ガイド（調達関係省庁申合せ）を策定（７

月12日） 

評価指標

の検討 

結論  

 

オ ＩＴ化を担う人材育成の強化 

実施予定時期 規制改革3か年計画（改定） 

平成14年度 実施予定時期 事項名 措置内容 

上半期 下半期 

平成15年

度 

前倒し内容等 

13年度 14年度 15年度 

⑤情報処理技術

者試験制度の

相互承認等 

（経済産業省） 

海外の専門的ＩＴ技術者の活用を

促進するため、情報処理技術者試験

制度の相互承認等の措置を早期に実

施する。 

一部措置 逐次実施 （経済産業省） 

 相互承認の措置について、平成13年度まで

に合意をしたインド、シンガポール、韓国、

中国に加え、本年度は、フィリピン（４月17

日）、タイ（６月25日）、ベトナム（７月４

日）と合意。 

逐次実施 
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実施予定時期 規制改革3か年計画（改定） 

平成14年度 実施予定時期 事項名 措置内容 

上半期 下半期 

平成15年

度 

前倒し内容等 

13年度 14年度 15年度 

⑥外国人ＩＴ技

術者受入れ関

連制度の見直

し 

（法務省） 

（法務ウ②の再

掲） 

ＩＴ技術者などの専門的・技術的

分野の業務に従事する外国人を一層

積極的に受け入れ、我が国における

高度な技術や知識を有する人材の確

保を図るため、ＩＴ技術者に関する

上陸許可基準等外国人受入れ関連制

度の見直しについて検討を行い、所

要の措置を構ずる。 

【平成13年法務省令第79号（平成13

年12月28日施行）により制度改正を

実施、新制度の下で補充的に必要な

措置を、平成13年法務省告示第579

号（平成13年12月28日施行）のほか、

14年度以降、逐次実施】 

措置  （法務省） 

「技術」の在留資格に関し、法務省告示で

定める国内外の情報処理に関する試験の合格

者等について学歴又は実務経験要件を問わな

いこととする特例措置の対象に韓国の資格及

び中国の試験を追加（7月19日）。 

平成13年度中に検討・結論 

結論に基づき逐次実施 
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カ その他 

実施予定時期 規制改革3か年計画（改定） 

平成14年度 実施予定時期 事項名 措置内容 

上半期 下半期 

平成15年

度 

前倒し内容等 

13年度 14年度 15年度 

③非接触型ＩＣ

カードの無線

局設置の際の

申請手続の簡

素化 

（総務省） 

 非接触型ＩＣカードの無線局の開

設に当たっては申請負担軽減の観点

から手続方法及び技術基準等につい

て、システムの運用実績や特殊性に

考慮した規律の見直しを行い、一括

申請の容認等手続の簡素化を図る。 

措置   （総務省） 

改正省令を施行。（９月19日） 

 措置（結

論・実施） 

 

 


